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芝地区総合支所まちづくり課 

地 域 交 通 課 

（仮称）芝公園駅前暫定自転車駐車場の整備について 

１ 芝公園駅周辺の放置自転車対策について 

現在、都営三田線芝公園駅周辺の歩道上には、１日平均約１００台の自転車が放置されてお

り、安全な歩行空間の妨げとなるとともに、景観上も好ましくない状況にあります。

これまで、地元住民から放置自転車対策を求める声が寄せられてきましたが、付近には、自

転車駐車場を整備できる用地を確保できなかったことから、警告札による放置自転車への指導

を講じてまいりました。

平成３０年４月には、国から芝公園二丁目国有地の取得要望の照会があり、令和元年７月

１１日に国との見積り合せを行ないましたが、国の予定価格とは開きがあり合意に至らなかっ

たことから土地の取得を見送っています。

都営三田線芝公園駅周辺の放置自転車対策は喫緊の課題であり、一刻も早く放置自転車対策

を講じることが必要であることから、土地の借受けについて国に申し入れ、協議をしてまいり

ました。この度、国との間で、令和元年１０月１１日に一時貸付契約にかかる見積り合せを行

い合意に至ったので、土地の一時貸付契約を締結の上、自転車駐車場を整備します。なお、土

地の借用であることを踏まえ、暫定自転車駐車場とします。暫定自転車駐車場の開設に併せて、

周辺を放置禁止区域に指定することにより、芝公園駅周辺の放置自転車対策を講じます。

２ 土地の概要 

① 所  在  港区芝公園二丁目５１３番４ 

② 地  積  １２６.１２㎡ 

③ 現  況  更地 
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３ （仮称）芝公園駅前暫定自転車駐車場の概要 

（１）整備計画（案） 

【名 称】 

（仮称）芝公園駅前暫定自転車 

駐車場 

【所在地】 

芝公園二丁目５１３番４ 

（別紙１）

【収容台数】 

自転車約７０台（地上自走式） 

（内訳） 

チャイルドシート付自転車：約４０台 

一般的なサイズの自転車 ：約３０台 

開設日及び 

放置禁止区域指定 

（予定） 

令和２年６月１日 

自転車シェアリングポート 約１０台 

開設（予定） 

令和２年６月１日 

（２）（仮称）芝公園駅前暫定自転車駐車場の収容台数 

芝公園駅周辺には、複数の子育て施設があり、通勤前の子育て施設への送迎を目的とした

自転車の利用が多いところが特徴です。 

その放置自転車の車種別を見ると、約３０台程度がチャイルドシート付自転車であること

から、子育て世代への対応を考慮し、区では初めて車幅の広いチャイルドシート付自転車の

収容台数を約４０台分確保します。その場合、芝公園二丁目の国有地の形状及び用地の面積

から、自転車は約７０台分整備可能となります。 

このことから、地域の特性及び利用者の実情を考慮し、チャイルドシート付自転車の約４

０台分と一般的なサイズの自転車約３０台分をあわせ、約７０台を収容台数とします。 

（３）自転車シェアリングポートについて 

暫定自転車駐車場に併設して、自転車シェアリングポートを約１０台分設置するものとし

ます。 

（４）施設イメージ図（参考） 

別紙２のとおりです。 



3 

（５）整備スケジュール（予定） 

 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 

（仮称） 

芝公園駅前暫定自転

車駐車場 

施設整備工事 

（仮称） 

芝公園駅前暫定自転

車駐車場 

自転車設備関連工事 

●6/1 

開設 

自転車シェアリング

ポート 

自転車設備関連工事 

●6/1 

開設 

４ 管理運営について 

今回整備を予定している（仮称）芝公園駅前暫定自転車駐車場は、現在暫定自転車駐車場が配

置されている田町駅西口と新橋駅の間に位置しており、既存の田町駅西口第６暫定自転車駐車場

から約７００ｍの距離に位置していることから、統一された管理運営を効率的かつ効果的に実施

するためには、同一事業者による管理運営が適切です。 

以上のことから、（仮称）芝公園駅前暫定自転車駐車場の管理運営の事業者につきましては、非

公募で選定します。 

５ 放置禁止区域の指定（別紙３） 

放置禁止区域は、駅出入口からおおよそ半径３００ｍ圏内を区域として、地元町会・自治会、

警察署等の関係機関と協議・調整を行い、指定します。 

（ラック、券売機等設置

及び通信回線工事等）

（周知看板の設置、舗装工事、電源引込工事、 

フェンス及び照明灯設置等）

（現地調査、関係者

協議、設計）

（ラック設置等）
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６ 今後のスケジュール（予定） 

令和元年 １１月中旬  土地賃貸借契約締結 

１１月中旬～ 

令和２年１月  暫定自転車駐車場管理運営事業者選定（非公募） 

令和２年   ２月～３月  地元町会関係者等と放置禁止区域についての調整 

３月～４月  施設整備工事 

４月～５月  自転車設備関連工事 

（ラック、券売機等設置、通信回線工事等） 

５月     放置禁止区域の指定告示 

６月   暫定自転車駐車場、自転車シェアリングポート開設 



5 

別紙１ 

案内図 

  芝公園駅出入口 

  自転車シェアリングポート（港区内１０５か所（うち芝地区管内３７か所）） 

※令和元年１０月１日現在 

アスク芝公園保育園

芝公園保育園

芝公園二丁目保育室（仮称）芝公園駅前暫定自転車駐車場

港区役所 

ラック数：６台 

宝珠院（休止中） 

ラック数：5台 

三田いきいきプラザ 

ラック数：５台 

住友芝公園ビル 

ラック数：10台 

首都高芝公園料金所
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別紙２ 

施設イメージ図（参考） 

 （参考寸法） 

チャイルドシート付   １区画：全長2000mm×全幅550mm 

その他の自転車     １区画：全長2000mm×全幅400mm 

日比谷通り（歩道） 



7 

別紙３ 

放置禁止区域想定エリア（芝公園駅から半径３００ｍ圏内） 

芝公園駅出入口 

（仮称）芝公園駅前暫定自転車駐車場

放置自転車約４５台

芝公園駅Ａ４出口

放置自転車約３０台

芝公園駅Ａ１出口


